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別添 

 

特定保健指導の実施基準 
 

 

１ 特定保健指導を実施する目的 

特定保健指導は、医師又は保健師が受診者に栄養指導（適切なカロリーの摂取

等食生活上の指針を示す指導）、運動指導（必要な運動の指針を示す指導）及び生

活指導（飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に係る指導）を行い、生活習慣の改善の必

要性を説明するとともに、生活上の問題点及び就労上の問題点を抽出し、事業主に

対し、二次健康診断結果と併せて就業上の配慮に結びつく情報を伝達することによ

り、脳・心臓疾患の発生の予防を図ることを目的としている。 

 

２ 特定保健指導の実施基準を策定した趣旨 

特定保健指導は、栄養指導、運動指導及び生活指導のすべてを行うものである

が、これまで具体的な実施内容や実施方法等を定めていなかったことから、今般、特

定保健指導の実施内容、実施方法、実施時間の目安等を定めた実施基準を策定し

たものである。 

本実施基準を策定することにより、健診給付医療機関ごとに異なっていた特定保

健指導の実施内容、実施方法、実施時間の斉一性が図られることになり、もって、脳・

心臓疾患の発生の適切な予防に資することとなる。 

 

３ 特定保健指導の除外対象者 

労働者災害補償保険法（以下「法」という。）第 26 条第３項の規定により二次健康

診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認

められる労働者については、特定保健指導を行わないものとされている。 

 

４ 特定保健指導の実施者 

(1) 法第 26 条第２項第２号の規定により、特定保健指導は医師又は保健師が行うこ

ととされているが、二次健康診断等の受診結果には医師の所見を記入することとし

ており、当該所見により、事業主に対して受診者の就業上の配慮に結びつく情報

が伝達されることから、面接指導は主に医師が行うものとする。 

なお、面接指導の一部を保健師が行う場合は、医師の指示を基に具体的な指

導を行う。 

(2) 面接指導を行う医師は、特定保健指導を行うにあたって十分な知識と経験を有

する者とする。 

(3) 栄養指導については、主として管理栄養士が実施することとしても差し支えない
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５ 特定保健指導の実施内容（別紙１フロー図参照） 

(1) 労働者又は事業所担当者からの申し込みの受付  

(2) 名簿取り寄せ、日程調整等の事務処理  

(3) 就労の状況等に係る質問票の回収  

(4) 二次健康診断（検査）の実施  

(5) 面接指導の事前準備  

(6) 面接指導の実施  

(7) 二次健康診断等の受診結果の記入  

(8) 質問票、指導票及び受診結果の保管  

(9) 受診結果の通知  

 

６ 特定保健指導の実施方法（面接指導の進め方や注意点等） 

(1) 面接指導の事前準備  

事前準備として、受診者が記入した「就労の状況等に係る質問票」（別紙２。以

下「質問票」という。）により、受診者の就労の状況、睡眠時間の状況、日常生活の

状況等を把握する。 

また、各種検査結果の数値や頸部超音波検査及び胸部超音波検査（該当者の

み）の画像を確認し、受診者の健康状態を把握する。 

(2) 面接指導の実施  

  ア 「二次健康診断等給付  特定保健指導票」（別紙３。以下「指導票」という。）に

沿って、受診者に対して、①日常生活に関する事項（栄養、運動、生活）、②就

労の状況に関する事項に関し順次問診し、受診者の抱える問題点を把握する。

この際、問診項目の確実な実施のため、問診した項目にチェックする。  

  イ 問診等により明らかとなった栄養、運動、生活に関する指導項目について受診

者に指導するとともに、指導票の「重点を置く指導項目」欄をチェックする。また、

生活上の問題点を抽出し、指導票の所定欄に記入する。 

  ウ 問診等により明らかとなった就労の状況に関する指導項目について受診者に

指導するとともに、指導票の「重点を置く指導項目」欄をチェックする。また、就労

上の問題点を抽出し、指導票の所定欄に記入する。 

  エ 面接指導に際し、受診者に対し、 

     ・生活習慣と二次健康診断の結果との関係  

・生活習慣を振り返る必要性  

・脳・心臓疾患に関する知識  

・脳・心臓疾患が受診者本人の生活に及ぼす影響  

等から生活習慣の改善の必要性について説明する。 

オ 面接指導に当たっては、画一的な指導ではなく、個々の受診者に合わせた指

導を行い、生活習慣を改善する場合の利点及び改善しない場合の不利益につ

いて指導する。 
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   カ 指導票の最下段に設けた産業医等への情報提供の同意欄について、求めが

あった場合に詳細な情報を提供することの必要性を説明し、情報提供の同意を

得た場合、署名を求める。 

(3) 二次健康診断等の受診結果の記入  

ア 面接指導終了後、「二次健康診断等の受診結果」（別紙４。以下「受診結果」

という。）の医師の所見欄に二次健康診断及び特定保健指導の結果を踏まえ

た所見を記入する。その際、「「二次健康診断等の受診結果」の医師の所見を

記入する際に必要な視点及び記入例」（別紙５）を参考にする。 

イ 特定保健指導に係る医師の所見欄には、指導票を基に本人の認識、考え方

及び指導内容を記入する。 

ウ 二次健康診断等の結果における医師の所見欄には、二次健康診断（検査）結

果及び特定保健指導の結果を踏まえ、脳・心臓疾患の発生を予防するために

事業主が行うべき就業上の措置（配慮）に結びつく情報を記入する。 

 

７ 特定保健指導の実施時間の目安 

特定保健指導における面接指導の実施時間の目安は 20 分以上とする。 

これは、二次健康診断の検査結果（必要があれば一次健康診断の検査結果も併せ

て）を説明し、受診者が記入した質問票の内容を参考に、指導票に沿って栄養指

導、運動指導及び生活指導を行い、各項目、生活上の問題点及び就労上の問題点

を抽出して記入するまでの所要時間を考慮したものである。 

 

８ 受診結果の通知について 

(1) 二次健康診断等の結果を受診者に知らせ、受診者に、自分自身の健康状態、

面接指導された内容及び就業する上で事業主に取ってもらうべき必要な措置又は

配慮してもらう事項を理解してもらう必要がある。 

(2) 受診結果を受診者本人に直接渡す場合は、ただ渡すだけではなく、二次健康診

断等の重要性について丁寧に説明を行い、受診結果を事業主に確実に提出する

よう働きかけを行うことが必要である。 

また、郵送で受診結果を交付する場合は、直接渡す場合と同様に二次健康診断

等の重要性について理解してもらうとともに、受診結果を事業主に確実に提出する

ことを勧奨する内容を記載した文書を同封する。 

 

９ 特定保健指導の費用の額 

特定保健指導の費用の額は７，２００円とする。 

特定保健指導を行うに当たっては、医師等に加え事務担当者が様々な事務処理

を行うこととなる。 

費用の額は、特定保健指導の実施に要する医師等の給与、社会保険料等の人件

費及び諸経費を積算して算定したものである。 
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